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西
魏
廃
帝
の
二
年

(西
紀
五
五
三
)
に
蜀
の
地
は
北
朝
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
西
魏
時
代
に
お
け
る
瞭
地
に
対
す
る
支
配
の
進
展
の

具
体
相
に
つ
い
て
は
前
稿
で
考
察
し
た
が
、
北
史
巻
九
五
猿
伝
に
、

梁
益
二
州
、
歳
伐
狼
、
以
禅
潤
公
私
、
頗
籍
爲
利
。

…

及
周
文
平
梁
益
之
後
、
令
在
所
撫
慰
、
其
與
華
人
雑
居
者
、
亦
頗
從
賦
役
。
然

民

族

問

題

を

中

心

と

し

て

み

た

北

朝

後

期

段

階

に

お

け

る

四

川

地

域

の
状

況

に

つ
い

て

川

本

芳

昭

は

じ

め

に

筆
者

は
先
に
発
表
し
た
拙
稿

「民
族
問
題
を
中
心
と
し
て
み
た
五
胡
十
六
国
南
北
朝
期
段
階
に
お
け
る
四
川
地
域
の
状

況
に
つ
い
て
」

(以
下
、

前
稿
と
い
う
)
に
お
い
て
、
五
胡
十
六
国
時
代
の
成
漢
末
に
四
川
に
流
入
し
た
狼
族
が
該
地
域
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
如
何

に
つ
い
て
追
求
し
、
そ

れ
が
四
川
全
域
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
、
四
川
内
部
の
多
く
の
地
域
が
王
朝
の
支
配
の
及
ば
な
い

「猟

地
」
と
な

っ
た
こ
と
を

を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
流
れ
が
大
き
く
転
換
す
る
の
は
、
南
朝
梁
の
時
代

で
あ
り
、
梁
は

「猿
地
」
を
平

足
し
、
そ
こ
に
鎮
戌
、

州
県
を
設
置
し
、
王
朝
支
配
の
回
復
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
動
き
は
梁
の
後
、
四
川
を
征
服
し
て
い
く
北
魏
、
西
魏
に
も
受
け
継
が
れ

て
い

っ
た
が
、
前
稿
で
は
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
は
そ
の
続
編
を
な
す
も
の
で
、
西
魏
を
受
け
た
北
周
以
降
の
時
代
に

お
け
る
四
川
地
域
の
状
況
に
つ
い
て
、
前
稿
と
同
様
の
視
角
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

一

北

周

時

代

の

四

川



天
性
暴
飢
、
旋
致
擾
動
。
毎
歳
命
随
近
州
鎭
、
出
兵
討
之
。
獲
其
生
口
、
以
充
賎
隷
。
謂
之
歴
狼
焉
。
後
有
商
旅
往
來
者
、
亦
資
以
爲
貨
。

公
卿
達
干
人
庶
之
家
、
有
独

口
多
　
。

と
あ
る
、
猿

へ
の
課
税
、

「
歴
狭
」
の
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
そ
の
賎
隷
化
は
、
西
魏
か
ら
北
周

へ
と
継
続
し
て
進
展
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
そ
の
賎
隷
化
の
反
面

で
、
周
書
巻
四
九
狭
伝
に
、

(猟
)
逸
相
掠
責
、
不
避
親
戚
。
被
責
者
號
叫
不
服
、
逃
窺
避
之
。
乃
將
賈
人

指
捕
捕
逐
、
若
追
亡
叛
。
獲
便
縛
之
。
但
纒
被
縛
者
、
即
服

爲
賎
隷
、
不
敢
更
稻
良
夷
。

と
あ
り
、

「
不
敢
更
稻
良
」
と
い
う
表
現
の
み
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
表
現
は
、
同
文
中
の

「
賈
人
」
が
漢
人
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

「
縛
」
せ
ら
れ
る
以
前
の
狼
の
身
分
が
も
と
も
と
は

「良
」
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、

当
時
、
本
来
は
良
で
も
賎
で
も
な

い
猿
が
北
周
朝
に
よ

っ
て
良
と
さ
れ
、
国
家
の
構
成
員
と
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と

す
れ
ば

、
こ
の
こ
と
は
当
時
の
国
家
身
分
制
の
あ
り
方
や
狼
の
中
国
化
を
考
え
る
上

で
重
要
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ど

(
こ
の
点

に
関
し
て
は
か

つ
て
別
稿

で
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
)

で
は
、
北
周
に
お
け
る
狼

へ
の
支
配
は
四
川
各
地
に
お
い
て
ど
の
様
に
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点

に

つ
い
て
、
前
稿

で
行

っ
た

南
朝
の
時
代
、
西
魏
の
時
代
に
お
け
る
状
況
の
考
察
を
通
じ
て
知
り
得
た
事
柄
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

元
和

郡
県
図
志
巻
三
二
、
剣
南
道
中
、
嶺
州
の
条
に
、

本
漢
南
外
夷
狼
、
秦
漢
爲
耶
都
國
。
秦
嘗
攻
之
、
通
五
尺
道
。

…

魏
吾
巳
還
、
蛮
狼
侍
険
妙
縞
、
乍
服
乍
叛
。
周
武
帝
天
和
三
年

(五

六

八
)
開
越
嶺
地
、
於
嶺
城
置
厳
州
。
階
開
皇
六
年

(五
八
六
)
、
改
爲
西
寧
州
、
十
八
年
改
爲
嶺
州
。
皇
朝

(
唐
)
因
之
。

と
あ
り

、
同
図
志
同
巻
同
条
に
、
福
州
の
属
県
蘇
祁
県
に

つ
い
て
、

蘇
祁
縣

…

本
漢
旧
縣
、
属
越
嶺
郡
。
後
陥
夷
狼
。
周
武
重
開
越
嶺
、
復
立
蘇
祁
縣
。

と
あ
り
、
同
図
志
同
巻
同
条
に
、
同
じ
く
属
県
の
昆
明
県
に
つ
い
て
、

昆
明
縣
、
…

本
漢
定
葎
縣
也
。
属
越
嶺
郡
。
去
縣
三
百
里
、
出
塩
鉄
。
夷
皆
用
之
。
漢
將
張
鰻
殺
其
豪
率
、
遂
獲
塩
鉄
之
利
。
後
没
蟄

夷
。
周
武
立
定
窄
鎮
。
凡
言
窄
、
夷
人
於
大
江
水
上
置
藤
橋
、
謂
之
窄
。
其
定
窄
、
大
窄
皆
是
近
水
置
窄
橋
威
。

と
あ
る
。
嶺
州
は
魏
晋
時
代
の
越
嶺
郡
で
あ
り
、
そ
の
治
所
は
現
在
の
西
昌
で
あ
る
が
、
魏
晋
時
代
の
蘇
祁
県
や
定
窄
県
の
地
が
張
雛
に
よ
っ
て



討
伐
さ
れ
、
蜀
漢
の
支
配
下
に
入

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
か
つ
て
別
稿

で
考
察
し
た
。
右
の
史
料
は
こ
の
地
が
そ
の
後
蛮
猿

の
地
と
な

っ
て
い
た

が
、
北
周
の
武
帝
の
時
代
に
な

っ
て
再
び
王
朝

の
支
配
下
に
復
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
前
稿

に
お
け
る
考
察
に
お

い
て
、
こ
の
嶺
州
の
地
に

ど

南
斉
の
時
代
、
越
嶺
狼
郡
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
南
朝
の
時
代
に
王
朝
の
支
配

が
こ
の
地
に
全
く
及
ん
で

い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
支
配
が
何
ら
か
の
形
で
及
ん
で
い
た
と
し
て
も
、

「狼
郡
」
と
い
う
表
現
や
昆
明
県
の

条
に

「
漢
將
張
鰻
殺
其
豪
率
、
遂
獲
塩
鉄
利
。
後
没
蟄
夷
。
周
武
立
定
窄
鎮
。
」
と
す
る
記
述
が
み
え
る
こ
と
か
ら
も

窺
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

国
家
に
よ
る
直
接
的
支
配
と
は
大
き
く
隔
た

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
北
周
武
帝
の
と
き
そ
こ
に

「鎮

」

(定
窄
鎮
)
が
置
か
れ

て
い
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
ま
ず
軍
政
が
し
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
前
稿
で
考
察
し
た
南
朝
の
斉
の
と
き
の
簡
州
設
置
前
の
牛
碑
戌
、
梁
の

ど

と
き
の
濾
州
設
置
前
の
安
楽
戌
や
耶
州
設
置
前
の
蒲
水
頓
な
ど
の
設
置
と
同
断
の
こ
と
が
こ
の
地
に
も
生
じ

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、
元
和
郡
県
図
志
巻
三
三
、
創
南
道
下
、
陵
州
の
条
に
、

陵

州
、
萬
貢
梁
州
之
域
。
秦
爲
蜀
郡
地
。
在
漢
即
健
爲
郡
之
武
陽
縣
之
東
境
也
。
晋
孝
武
帝
太
元
中
、
益
州
刺
史
毛
球
置
西
城
戌
、
以
防
盟

井

。
周
関
帝
元
年
又
於
此
置
陵
州
、
因
陵
井
以
爲
名
。
陵
井
者
、
本
沽
国
張
道
陵
所
開
。
故
以
陵
爲
號
。
奮
太
元
中
、
刺
史
毛
球
乃
於
東
西

爾
山
築
城
、
置
主
將
防
衛
之
。
後
廃
陵
井
、
更
開
狼
毒
井
。
今
之
煮
井
是
也
。
居
人
承
奮
名
、
尚
日
陵
井
、
其
實
非
也
。

…

管
縣
五
、

仁
寿
、
貴
平
、

…

仁
壽
縣

…

陵
井
、
縦
廣
三
十
丈
、
深
八
十
除
丈
。
益
部
塩
井
甚
多
、
此
井
最
大
。
以
大
牛
皮
嚢
盛
水
、
引
出
之

役
作
甚
苦
、
以
刑
徒
充
役
。
中
有
祠
、
蓋
井
神
。

と
あ
り
、
輿
地
紀
勝
巻

一
六
七
、
滝
川
府
路
、
富
順
監
、
古
述
、
金
川
廟
の
条
に
、

九
域
志
云
、
蓋
盛
井
神
也
。

…

井
主
梅
澤
神
姓
梅
。
梅
本
夷
人
。
在
膏
太
康
元
年
、
因
猟
、
見
石
上
有
泉
、
飲
之
而
誠
。
遂
盤
石
至
三

百
尺
。
舷
泉
涌
出
、
煎
之
成
聾
。
居
人
頼
焉
。
梅
死
、
官
爲
立
祠
。
偽
蜀
封
金
川
王
。

と
あ
る
。
前
記
事
は
蜀
に
お
け
る
塩
井
の
防
衛
の
た
め
国
家
が

「戌
」
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
後
記
事

は
塩
井
そ
の
も
の
を

「夷
」

が
発
見
す
る
こ
と
の
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が

(後
記
事
に
拠
れ
ば
の
ち

に
は
神
と
し

て
祀
ら
れ
て
い
る
)
、
こ
の
こ
と
を
先
の
元
和
郡
県

図
志
の
記
事
に

「漢
將
張
難
殺
其
豪
率
、
遂
獲
聾
鉄
利
。
後
没
螢
夷
。
」
と
み
え
る
こ
と
や
、
三
国
志
巻
四
三
張
蜘
伝

に
、

定
搾
、
壷
登
、
卑
水
三
縣
去
郡
三
百
除
里
、
菖
出
藍
鐵
及
漆
、
而
夷
微
久
自
固
食
。
購
率
所
領
奪
取
、
署
長
吏
焉

。

と
あ
る
史
料
な
ど
と
合
わ
せ
考
え
た
際
、
当
時
の
国
家
に
よ
る
軍
事
支
配
が
、
前
稿
で
考
察
し
た
州
郡
県
の
再
置
、
対
北
朝
の
軍
事
的
前
線
基
地
、



或
い
は
本
稿
冒
頭
で
指
摘
し
た
狭

口
の
奪
取
や
狼
に
対
す
る
課
税
と
い
っ
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
彼
ら
が
保
持
し
て
い
た
塩
井
な
ど
の
生
産
手
段
の

奪
取
、
或
い
は
彼
ら
か
ら
そ
れ
を
防
衛
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
そ
の
目
的
と
し

て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

一
方
、
右
の
嶺
州
に
そ
の
北
辺
に
お
い
て
接
す
る
黎
州
に
つ
い
て
、
元
和
郡
県
図
志
巻
三
二
、
剣
南
道
中
、
黎
州
の
条

に
は
、

籟
廃
州
五
十
七
、
並
蛮
夷
部
落
大
首
領
主
之
。

と
あ
り
、
太
平
簑
宇
記
巻
七
七
、
創
南
西
道
六
、
黎
州
の
条
に
は
、

漢
爲
沈
黎
郡
地
。
宋
斉
以
來
、
並
於
此
爲
沈
黎
郡
。
後
周
破
莞
蛮
、
壷
得
此
土
、
因
立
黎
州
。
附
初

…

西
至
廓
清
縣

一
百
八
十
里
。
其

城
西
臨
大
渡
河
、
河
西
即
生
莞
蟄
界
。

…

東
南
至
粟
蟄
部
落
二
百
里
。

…

風
俗

…

蕃
部
蟄
夷
混
雑
之
地
、
元
無
市
蝉
、
毎
漢

人
與
蕃
人
博
易
、
不
使
見
銭
。
漢
用
紬
絹
茶
布
、
蕃
部
用
紅
椒
藍
馬
之
類
。

と
あ
る
。
黎
州
は
南
斉
時
代
に
沈
黎
狭
郡
の
設
置
を
み
た
地

で
あ
る
が
、
右
は
そ
の
黎
州
が
北
周
の
時
代
に
設
置
を
み
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伝

え

て
い
る
。
た
だ
、
右
の
記
事
は
同
時
に
陪
に
な
る
と
そ
の
州
が
廃
さ
れ
鎮
の
設
置
を
み
た
こ
と
、
こ
の
地

に
は
絹
廃
州
が
多
数
設
置
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
そ
こ
に
お
け
る
蛮
漢
間
の
現
物
交
易
な
ど
を
伝
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
こ
の
時
点
に
お
け
る
黎
州

の
地
に
対
す
る
国
家
の
支

配
は
、

一
旦
は
州
の
設
置
を
み
る
も
の
の
、
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

以
上

は
、
成
都

の
西
南
地
方
に
展
開
す
る
地
域
の
北
周
時
代
に
お
け
る
状
況
で
あ
る
が
、
次
に
こ
れ
と
隣
接
す
る
成
都
の
南
方
、
及
び
南
東
に

展
開
す

る
眉
州
、
嘉
州
、
資
州
、
濾
州
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
元
和
郡
県
図
志
巻
三
二
、
剣
南
道
中
、
眉
州
洪
雅
県
の
条

に
、

本

(南
斉

の
)
齊
樂
郡
之
南
境
也
。
自
奮
迄
宋
、
夷
狼
有
其
地
。
周
武
帝
捜
卸
夷
狼
、
立
洪
雅
鎮
。
階
開
皇
十
三
年

(五
九
三
)
、
改
洪
雅

爲
丹
稜
縣
、
更
於
此
置
洪
雅
縣
、
兼
帯
洪
雅
鎮
、
風
眉
州
。

と
あ
る
。
眉
州
は
前
稿

で
考
察
し
た
よ
う
に
、
梁
の
時
代
に
武
陵
王
薫
紀
が
狭
を
討
伐
し
て
青
州
を
置
い
た
が
、
そ
れ
が
西
魏
の
時
代

に
眉
州
と

ど

改
称

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
右
は
北
周
の
時
代
、
そ
の
眉
州
の
管
県

で
あ
る
、
通
義
、
彰
山
、
丹
陵
、
青
神
、
洪
雅
県

の
う
ち
の
洪
雅
の
地
に
狼

を
斥
け

て
鎮
を
設
置
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
青
神
県
に

つ
い
て
も
そ
れ
が
猿
を
斥
け
西
魏
の
時
代
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ

ど

い
て
は
前
稿

で
指
摘
し
た
。
ま
た
、
通
義
、
丹
陵
の
地
に
お
け
る
置
県
も
魏
周
の
時
代

に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

(元
和
郡
県
図
志
巻
三
二
、
太

平
簑
宇
記
巻
七
四
等
参
照
。
因
み
に
彰
山
に
は
北
周
の
武
帝
の
と
き
、
郡
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
元
和
郡
県
図
志
巻
三
二
参
照
)
。
こ
の
こ
と
を

眉
州
が
梁
の
武
陵
王
蒲
紀
の

「開
通
外
微
」

(元
和
郡
県
図
志
巻
三
二
、
眉
州
条
)
に
よ

っ
て
州
の
建
置
を
み
た
地
で
あ
る
こ
と
と
合
わ
せ
考
え



る
と
、

こ
れ
ら
通
義
、
彰
山
、
丹
陵
の
三
県
建
置
に
関
す
る
記
述
の
な
か
に
、
直
接
的
に
狼
地

で
あ
る
と
す
る
記
述
は
み
え
な
い
が
、
こ
れ
ら
の

地
も
他

の
眉
州
属
県

で
あ
る
青
神
、
洪
雅
両
県
と
同
じ
く
か

つ
て
は
狼
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
郡
県
が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
大
過
な

い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
当
時
、
眉
州
に
対
す
る
国
家
の
支
配
が
よ
り
細
か
く
浸
透
し

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
因
み
に
、
太
平
簑
宇
記
巻
七
四
、
剣
南
西
道
三
、
眉
州
洪
雅
県
の
条

に
は
、
先
に
み
た
元
和
郡
県
図
志
と
同
様
の
記
載
が
み
え
、
そ
れ

に
続
け

て
、

夷
狼
誓
碑
、
在
縣
市
中
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
、
狭
と
の
間
で
は

一
定
の
約
束
が
取
り
決
め
ら
れ
、
そ
れ
が
碑
の
形
で
市

に
お
い
て
公
告
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て

し
て
い
る
。

ま
た
、
元
和
郡
県
図
志
巻
三

一
、
剣
南
道
上
、
嘉
州
龍
遊
県
の
条
に
は
、

前
遊
縣
。

…

本
漢
南
安
縣
地
。
周
武
帝
保
定
元
年

(五
六

一
)
於
此
立
平
莞
縣
。

・
。
・
以
陪
將
伐
陳
、
理
舟
艦
於
此
。

と
あ
る
。
嘉
州
は
現
在
の
楽
山
を
含
む
地
で
あ
る
が
、
右
は
そ
の
龍
遊
県
の
地

に
平
莞
県
を
建

て
、
伐
陳
の
た
め
の
艦
船
の
建
造
を
な
し
た
こ
と

を
伝
え

て
い
る
。
こ
の
平
莞
県
に
つ
い
て
は
、
同
図
志
同
巻
、
嘉
州
平
莞
県
の
条
に
、

平
莞
縣
。

…

本
漢
南
安
縣
地
。
周
武
帝
置
平
莞
縣
。

…

開
皇
四
年

(五
八
四
)
改
州
理
平
莞
縣
爲
峨
眉
縣
、
傍
於
今
縣
東
六
十
里
、

別
立
平
莞
縣
。
大
業
十

一
年

(六

一
五
)
夷
狼
侵
没
、
移
於
今
理
。

と
あ
り
、
こ
の
県
が
狼
と
の
交
戦
の
前
線
に
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
太
平
簑
宇
記
巻
七
四
、
剣
南
西
道
三
、
嘉
州
平
莞
県

の
条
に
、

周
保
定
元
年

(
五
六

一
)
置
平
莞
縣
。
因
平
莞
山
爲
名
、
風
平
莞
郡
。
階
開
皇
三
年
、
罷
以
縣
属
嘉
州
。
仁
寿
元
年

(六
〇

一
)
猿
叛
。

と
あ
る

こ
と
か
ら
も
窺
え
る
が
、
当
時
の
四
川
の
夷
狼
の
制
圧
が
、
右
掲
の
龍
遊
県
に
お
け
る
舟
艦
の
建
造
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
伐
陳
と
い
う

当
時
の
中
国
全
体
の
政
治
状
況
の
推
移
と
も
連
動
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
元
和
郡
県
図
志
巻
三

一
、
剣
南
道
上
、
資
州
盤
石
県
の
条
に
、

本
漢
資
中
縣
地
。
後
爲
夷
猟
所
居
。
周
武
帝
於
漢
資
中
故
城
、
置
盤
石
縣
、
属
資
中
郡
。
附
開
皇
三
年
、
罷
郡
、
属
資
州
。

と
あ
り
、
同
図
志
同
巻
、
資
州
内
江
県
の
条
に
、



本
漢
資
中
縣
也
。
後
漢
分
置
漢
安
縣
。
李
雄
之
後
、
階
於
夷
猟
。
周
武
帝
天
和
二
年

(五
六
七
)
、
於
中
江
水
濱
置
漢
安
戌
。
其
年
改
爲
中

江
縣
、
腸
資
中
郡
。
堕

X
帝
避
廟
誰
、
改
爲
内
江
縣
、
属
資
州
。

と
あ
り
、
同
図
志
同
巻
、
資
州
資
陽
県
の
条
に
、

本
漢
資
中
縣
也
。
属
健
爲
郡
。
李
雄
乱
蜀
、
縣
荒
慶
。
後
魏
腹
帝
二
年

(五
五
三
)
、
始
通
巴
蜀
、
開
拓
資
中
。

周
明
帝
於
資
中
縣
置
資
陽

縣
、
因
資
水
爲
名
。

と
あ
り
、
西
魏
の
と
き
資
州
の
設
置
を
み
た
こ
の
地
に
、
北
周
の
時
代
相
次

い
で
戌
や
県
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
周
書
巻

二
八
陸
騰
伝
に
は
、
王
朝
と
狭
と
の
間
の
そ
う
し
た
州
県
設
置
時
に
お
け
る
熾
烈
な
抗
争
の
有
り
様
を
伝
え
て
、

(保
定
)
二
年

(五
六
二
)
、
資
州
架
石
民
反
、
殺
郡
守
、
掠
険
自
守
。
州
郡
不
能
制
。
騰
率
軍
討
撃
、
盤
破
斬
之
。
蟄
狭
兵
及

(反
?
)
、

所
在
蜂
起
。
山
路
険
阻
、
難
得
掩
襲
。
騰
遂
量
山
川
形
勢
、
随
便
開
道
。
螢
狭
畏
威
、
承
風
請
服
。
所
開
之
路
、
多
得
古
銘
、
並
是
諸
葛
亮

桓
温
奮
道
。
是
歳
、
鉄
山
狼
抄
断
内
江
路
、
使
騨
不
通
。
騰
乃
進
軍
討
之
。

…

(猿
)
応
時
奔
潰
、

一
日
下
其
三
城
。
斬
其
魁
帥
、
俘

獲

三
千
人
、
招
納
降
附
者
三
菖
戸
。

と
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
太
平
簑
宇
記
巻
八
八
、
剣
南
東
道
七
、
濾
州
の
条
に
は
、
上

で
み
た
資
州
の
南
、
濾
州
の
属
県
に
つ
い
て
、

。
・
・
濾
川
縣

…

多
痺
氣

…

合
江
縣

…

梁
於
安
樂
漢
置
安
樂
戌
於
此
。
周
武
帝
保
定
四
年
、
改
爲
合
江
縣

…

と
あ
り

、
梁
の
時
代
安
楽
戌
の
設
置
を
見
、
西
魏
の
時
代
に
濾
州
が
設
置
さ
れ
た
彼
の
地
の
州
県
支
配
体
制
も
着
実
に
進
展
し
、
安
楽
戌
は
合
江

県
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上

、
永
ら
く
猿
地

で
あ

っ
た
が
、
梁
、
西
魏
と
相
次
い
で
新
た
な
州
県
や
鎮
戌
の
設
置
を
み
た
該
地
域
に
、
北
周
時
代
、
王
朝
の
支
配
が
さ

ら
に
展
開
し

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
た
史
料
を
み
て
き
た
が
、

一
方

で
、
右
述
の
史
料
群

の
存
在
は
そ
う
し
た
支
配
の
進
展
に
狭
側
が
強
く
反

発
し

て
い
た
こ
と
を
も
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
も
当
該
時
代
の
民
族
問
題
を
考
え
る
上
で
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
資
治
通
鑑
巻

一
七
〇
、
陳
紀
四
、
臨
海
王
、
光
大
二
年

(五
六
八
)
十

一
月
の
条

に
、
北
周
武
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

梁
州
恒
稜
猟
叛
。
総
管
長
史
南
鄭
趙
文
表
討
之
。

…

(醐
)

「文
表
既
平
狼
、
遂
置
爲
蓬
州
。

…

」

…

(醐
)

「蓬
州
、
本

漢
宕
渠
之
地
。
李
勢
時
爲
狭
所
擦
。
薫
齊
建
蹄
化
郡
。
梁
置
安
固
縣
及
伏
虞
郡
。
後
周
置
蓬
州
。
因
蓬
山
而
以
爲
名
也
。
」



と
あ
り
、
蓬
州
の
設
置
を
見
、
周
書
巻

一
五
李
輝
伝

に
は
、
李
輝

に
つ
い
て
、

建
徳
元
年

(五
七
二
)
出
爲
総
管
梁
洋
等
十
州
諸
軍
事
、
梁
州
刺
史
。
時
渠
蓬
二
州
生
猿
、
積
年
侵
暴
。
輝
至
州
緩
撫
、
虹
來
露
附
。

と
あ
り
、
周
書
巻
三
九
辛
昂
伝
に
は
、
辛
昂
に
つ
い
て
、

俄
轄
通
州
刺
史
。
昂
推
誠
布
信
、
甚
得
夷
狭
勤
心
。

(
北
周
武
帝
)
天
和
初
、
治
武
都
太
守
。
十
姓
狭
反
、
文
思
討
平
之
、
復
治
冀
州

事
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
先

に
考
察
し
た
成
都
の
西
南
、
南
方
、
南
東
と
い
っ
た
地
域
に
お
け
る
捺
の
事
例
以
外
の
北
周
時
代
の
史
料

で
あ
る
が
、

こ
の
内
、
蓬
州
は
山
南
西
道
中
部
に
属
す
る
州

で
あ
り
、
梁
の
時
代
、
帰
化
郡
設
置
の
流
れ
を
受
け
て
安
固
県
の
設
置
を
み
た
州

で
あ
る
。
渠
州

は
梁
の
時
代
に
北
宕
渠
郡
、
継
い
で
渠
州
や
そ
の
属
県
鄭
山
県
の
設
置
を
み
た
州
で
あ
る
。
通
州
は
蓬
州
、
渠
州
に
隣
接
す
る
、
同
じ
く
梁
の
時

代
に
菖
州
の
設
置
を
み
た
州
で
あ
る
。
武
都
は
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
し

て
い
る
四
川
外
の
甘
粛
南
部

の
地
に
お
け
る
狼
に

つ
い
て
の
記
述
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
地
域

の
狭
に
つ
い
て
の
北
周
時
代
の
記
述
は
多
く
は
な
い
が
、
右
述
の
周
書
李
輝
伝
の
記
載
に

「生
狼
」
と
い
う
表
現
が
み
え
る

こ
と
、
或
い
は
太
平
簑
宇
記
巻
一
三

九
、
山
南
西
道
七
、
蓬
州
の
条
に
、
い
ま
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
地
域
の
う
ち

の
蓬
州
の
風
俗
の
条
に
、

風
俗
、
雑
以
狼
戸
。

と
す
る
よ
う
な
記
述
が
後
の
趙
宋
時
代
に
あ

っ
て
も
見
出
だ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
地
域
の
猿
が
漢
化
を
遂
げ

、
北
周
時
代
、
従
前
に
比

べ
そ
の
存
在
の
比
重
が
軽
く
な

っ
て
い
た
と
即
断
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
時
代
の
史
料
が
上
で
み
た
よ
う
な
成
都
の
西
南
、
南
部
、

東
南
に
偏

っ
て
見
出
だ
さ
れ
る
理
由
は
、
王
朝
の
支
配
が
こ
の
地
域
に
強
く
及
ん
で
い
っ
た
結
果
、
猿
の
反
抗
も
ま
た
強
か

っ
た
た
め
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

附
時
代
の
猟
に
つ
い
て
記
述
の
う
ち
、
梁
益
地
域
の
い
ず
れ
の
地
点
で
あ
る
か
を
特
定
せ
ず
、
そ
の
状
況
を
伝
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の

と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
1
隋

書
巻
二
九
地
理
志
、
梁
益
の
条

に
、

傍
南
山
雑
有
狼
戸
。
富
室
者
頗
参
夏
人
爲
婚
。
衣
服
居
所
言
語
、
殆
與
華
不
別
。

二
隋

時

代

の

四

川



と
あ
り
、
2
陪
書
巻
二
九
地
理
志
、
梁
益
の
条

に
、

其
邊
野
富
人
、
多
規
固
山
澤
、
以
財
物
雄
役
夷
猿
。
故
輕
爲
姦
藏
、
槽
傾
州
縣
。

と
あ
り
、
3
陪
書
巻
二
九
地
理
志
、
梁
益
の
条

に
、

又
有
猿
挺
蛮
賓
。
其
居
威
風
俗
、
衣
服
飲
食
、
頗
同
於
獄
、
而
亦
與
蜀
人
相
類
。

と
あ
り
、
4
陪
書
巻
四
六
蘇
沙
羅
伝
に
、
蜀
王
楊
秀
の
非
行
に
関
連
し
て
、

調
熟
狼
、
令
出
奴
埠
。
沙
羅
隠
而
不
奏
。
由
是
除
名
。

と
あ
り
、
5
北
史
巻
九
五
猿
伝
に
、

狼
者
、
蓋
南
蛮
之
別
種
。
自
漢
中
達
子
邦
窄
川
洞
之
間
、
所
在
皆
有
。

と
あ
る
。
1
と
2

に
み
え
る

「
夏
人
」
、

「蜀
人
」
は
漢
人
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
す
れ
ば
、
当
時
の
猿
の
な
か

に
は
か
な
り
の
程
度
中
国

化
を
遂
げ
た
も
の
が
存
在
し
、
中
に
は
中
国
人
と
姻
戚
関
係
を
結
ぶ
富
裕
な
も

の
も
出
現
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
3

に
み
え
る

「
富
人
」
は

そ
う
し
た
狼
と
の
繋
が
り
を
も

っ
て
狼
地
で
豪
強
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
豪
強
に

つ
い
て
は
か

つ
て
別
稿
で
考
察
し
た
こ
と
が
あ

おる
。
4

は
隋

の
と
き
熟
狭
を
奴
埠
と
し
て
調
す
る
こ
と
が
違
法
行
爲
に
当
た
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

こ
れ
は
前
節
冒
頭
で
周
書

狼
伝
の
記
載
を
挙
げ
て
、
当
時
、
狼
が
良
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
こ
と
と
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
5

は
附

時
代
の
み
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、
北
朝
期
の
狭

の
分
布
が
梁
益
の
地
の
全
域
に
及
ぶ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
点
で
注
目

す

べ
き
史
料

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
総
合
し

て
附
時
代

の
状
況
を
窺
う
と
、
猿

の
中
国
化
の
進
展
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
当
な
数
の
猿
が

依
然
と
し
て
梁
益
の
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

次
に
こ
う
し
た
見
通
し
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
当
該
時
代

に
お
け
る
梁
益
各
地
域
の
状
況
を
追
求
し
て
み
よ
う
。
元
和
郡
県
図
志
巻
三

一
、
剣

南
道
上

、
嘉
州
緩
山
県
の
条
に
、

緩

山
縣
、

…

本
漢
南
安
縣
地
。
晴
大
業
十

一
年

(六

一
五
)
、
招
慰
生
狼
、
立
以
爲
縣
。

と
あ
り
、
同
図
志
同
巻
、
嘉
州
玉
津
県
の
条

に
、

玉
津
縣
、

…

本
漢
南
安
縣
地
。
李
雄
時
、
夷
狼
自
洋
梅
居
焉
。
蒲
紀
置
青
州
之
地
。
陪
大
業
十

一
年
、
於
此
置
玉
津
縣
。

と
あ
る
。
嘉
州
に

つ
い
て
は
先
に
、
同
図
志
巻
三

一
、
剣
南
道
上
、
嘉
州
平
莞
県
の
条
に
、



平
莞
縣
、

…

本
漢
南
安
縣
地
。
周
武
帝
置
平
莞
縣
。

…

開
皇
四
年

(五
八
四
)
、
改
州
理
平
莞
縣
爲
峨
眉
縣
、
傍
於
今
縣
東
六
十

里
、
別
立
平
莞
縣
。
夷
狼
侵
没
、
移
於
今
理
。

と
あ
る
史
料
を
引
い
て
、
北
周
時
代
に
県
の
設
置
を
み
た
平
莞
県
の
地
に
お
い
て
夷
狼
の
侵
入

の
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘

し
た
。
こ
の
こ
と
を
右
の

緩
山
県
、
玉
津
県
の
史
料
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
該
地
域
に
対
す
る
王
朝
の
支
配
の

一
進

一
退
ぶ
り
を
知
る
こ
と
が
出
来
、
王
朝
に
支
配
が
及
ぶ

よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
方
で
猟
側
の
反
抗
に
も
根
強
い
も
の
の
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
元
和
郡
県
図
志
巻
三

一
、
剣
南
道
上
、
資
州
龍
水
県
の
条
に
は
、

本
漢
資
中
縣
地
。
義
寧
二
年

(六

一
七
)
招
慰
夷
猟
。
於
此
分
置
龍
水
縣
。

と
あ
り
、
同
図
志
巻
三

一
、
剣
南
道
上
、
資
州
清
漢
県
の
条
に
は
、

本
漢
資
中
縣
地
。
自
奮
詑
梁
、
夷
猿
所
居
。
附
大
業
十
二
年

(六

一
六
)
於
此
置
牛
碑
縣
。

…

天
賓
元
年

(七
四
二
)
改
爲
清
漢
縣
。

と
あ
る
。
猟
地
で
あ

っ
た
資
州
の
地
は
、
西
魏
の
時
代

に
州

(資
州
)
の
設
置
を
見
、
そ
れ
を
受
け
た
北
周
の
時
代

に
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
狼

の
支
配
を
脱
し
て
盤
石
県
、
漢
安
戌

(
の
ち
内
江
県
)
、
資
陽
県
等
の
属
県
の
設
置
を
み
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
資
州
に
お
い
て
陪
時
代
に
牛

碑
県
、
龍
水
県
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
そ
れ
が
前
代
の
流
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
、
王

朝
に
よ
る
該
地

へ
の
支
配
の
着
実
な
進
展
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
同
図
志
同
巻
同
条
に
は
、
同
じ
資
州
の
属
県
と
し
て
、
銀
山
、
月
山

二
県
の
名
が
み
え
る
が
、
そ
こ
に
、

銀
山
縣
、
本
漢
資
中
縣
也
。
附
爲
内
江
縣
地
。
義
寧
二
年
、
分
置
銀
山
縣
。

…

月
山
縣
、
本
漢
資
中
縣
地
也
。
晴
義
寧
二
年
、
分
置
月

山
縣
。

と
あ
り
、
直
接
に
は
狼

の
記
述
が
み
え
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
何
れ
も
狼
の
招
慰
を

へ
て
龍
水
県
の
設
置
を
み
た
の
と
同
じ
義
寧
二
年

に
設
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
や
、
銀
山
県
が
か

つ
て
狭
地
で
あ

っ
た
内
江
県
を
分
け
置
か
れ
た
県
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
県
も
先

に
み
た
の
同
じ
流
れ
の
下

に
設
置

さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
支
配
の
進
展
は
次
の
よ
う
な
事
実
か
ら
も
確
認
さ
れ

る
。
即
ち
、
元
和
郡
県
図

志
巻
三
一二
、
剣
南
道
下
、
栄
州
の
条
に
、

萬
貢
梁
州
之
域
、

…

李
雄
擦
蜀
後
、
夷
独
居
之
。
所
謂
鐵
山
生
独
也
。
陪
開
皇
十
三
年

(五
九
三
)
置
大
牢
縣
。
武
徳
元
年

(六

一
八
)

割
資
州
大
牢
、
威
遠
二
縣
、
於
公
井
鎮
置
榮
州
。



と
あ
り
、
同
図
志
同
巻
、
栄
州
和
義
県
の
条

に
、

和
義
縣
、

…

本
漢
資
中
縣
地
。
是
濾
資
二
州
界
。
陪
大
業
十
二
年

(六

一
六
)
、
分
置
和
義
縣
、
以
招
和
夷
狼
。
故
以
和
義
爲
名
。

と
あ
り
、
同
図
志
同
巻
、
栄
州
威
遠
県
の
条

に
、

威
遠
縣
、

…

本
漢
資
中
縣
地
。
附
開
皇
三
年

(五
八
三
)
、
於
此
置
威
遠
戌
、
以
招
撫
生
狼
。
十

一
年
改
戌
爲
縣
、
属
資
州
。
武
徳
元

年

(六

一
八
)
、
改
属
榮
州
。
鐵
山
在
縣
西
北
四
十
里
。

と
あ
り
、
太
平
簑
宇
記
巻
八
五
、
剣
南
東
道
四
、
栄
州
の
条
に
、

禺
貢
梁
州
之
域
、

…

地
属
健
爲
郡
。

…

威
遠
縣
、

…

晴
開
皇
三
年
、
於
此
置
威
遠
戌
、
以
撫
生
狼
。
十

一
年
改
戌
爲
縣
、
属

資
州
。
唐
武
徳
元
年
、
改
属
榮
州
。

と
あ
る
。
右
の
栄
州
に
関
わ
る
史
料
を
整
理
す
る
と
、
資
州
の
鉄
山
に
程
近
い
威
遠
の
地
に
開
皇
三
年

の
時
点
で
戌
を
置
き
、
十

一
年
そ
れ
を
県

と
な
し
、
唐
の
武
徳
元
年
に
な

っ
て
そ
れ
を
栄
州
に
属
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
栄
州
は
、
李
雄
が
蜀
に
拠

っ
て
以
後

「鉄
山
生
猿
」
の
地

で

あ

っ
た
が
、
開
皇
十
三
年
に
始
め
て
資
州
、
濾
州
を
分
け
州
の
設
置
を
み
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
業
十
二
年
に
は
和
義
県
を
狼
を
招
撫
し
て
設
置

し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

「鉄
山
生
狭
」
は
、
周
書
巻
二
八
陸
騰
伝

に
、

(保
定
)
二
年

(五
六
二
)
、
資
州
桑
石
民
反
、
殺
郡
守
、
擦
険
自
守
。
州
郡
不
能
制
。
騰
率
軍
討
撃
、
盤
破
斬
之
。
蟄
狭
兵
及

(反
?
)
、

所
在
蜂
起
。
山
路
険
阻
、
難
得
掩
襲
。
騰
遂
量
山
川
形
勢
、
随
便
開
道
。
蟹
猿
畏
威
、
承
風
請
服
。
所
開
之
路
、
多
得
古
銘
、
並
是
諸
葛
亮

桓
温
奮
道
。
是
歳
、
鉄
山
猿
抄
噺
内
江
路
、
使
騨
不
通
。
騰
乃
進
軍
討
之
。

…

(狼
)
応
時
奔
潰
、

一
日
下
其
三
城
。
斬
其
魁
帥
、
俘

獲
三
千
人
、
招
納
降
附
者
三
菖

戸
。

と
あ
る
史
料
な
ど
を
掲
げ
て
先
に
北
周
の
資
州
の
地

へ
の
支
配
の
拡
大
の
際
考
察
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
大
業
十
二
年
に
お
け
る
資
州
牛

碑
県

の
設
置
も
こ
の
流
れ
の
な
か
に
生
じ
た
こ
と
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
元
和
郡
県
図
志
巻
三
二
、
剣
南
道
中
、
黎
州
の
条
に
、

周
天
和
三
年

(五
六
八
)
、
開
越
福
、
於
此
置
黎
州
。
陪
康
州
、
置
沈
黎
鎮
。
武
徳
元
年
罷
鎮
爲
南
登
州
。
大
足
元
年

(七
〇

一
)
巡
察
使

股
詐
奏
割
雅
州
漢
源
、
飛
越
、
通
望
三
縣
置
黎
州
。

…

管
籟
鷹
州
五
十
七
、
並
蟄
夷
部
落
大
首
領
主
之
。

…

管
縣
二
、
漢
源
、
通

望

。



漢
源
縣
、

…

本
漢
施
牛
縣
地
。
階
仁
寿
二
年

(六
〇
二
)
平
夷
狼
、
於
此
置
漢
源
鎮
。
因
漢
川
水
爲
名
。
四
年
罷
鎮
立
縣
、
属
雅
州
。

貞
観
三
年

(六
二
九
)
割
属
嶺
州
。
開
元
三
年

(七

一
五
)
分
属
黎
州
。

…

沈
黎
鎮
在
縣
東
南
六
十

一
里
。
廓
清
城
在
州
西

一
百
八
十

里
。
銅
山
城
在
縣
西
北
五
十
里
。
定
蕃
城
在
通
望
軍
東

一
百
八
十
里
。
要
衝
城
在
通
望
縣
東

一
十
三
里
。
大
定
城
、
在
州
南
二
百
三
十
里
。

乾
元
二
年

(七
五
九
)
改
和
集
鎮
置
。
已
上
五
城
、
並
貞
元
中

(七
六
五
～
八
〇
四
)
章
皐
置
。

通
望
縣
、

…

本
漢
旛
牛
縣
地
。
附
開
皇
二
十
年

(六
〇
〇
)
、
於
此
置
大
渡
鎮
。
大
業
二
年

(六
〇
六
)
改
爲
陽
山
鎮
。

…

天
賓

元
年

(七
四
二
)
改
名
通
望
縣
。

…

沈
黎
鎮
在
縣
東
北
六
十

一
里
。
通
望
戌
、
在
縣
西
南

一
十
二
里
。

と
あ
る
。
か

つ
て
別
稿

で
三
国
蜀
の
張
疑
が
越
嶺

の
地
を
攻
略
し
た
際
の
状
況
を
考
察
し
た
際
、
彼
が
越
欄
郡
中
央
部

の
蘇
祁
県
に
拠
り
、
越
嶺

郡
と
北
接
す
る
漢
嘉
郡
南
部
の
旛
牛
夷
と
結
び
反
抗
す
る
邑
君
冬
逢
と
そ
の
弟
院
渠
を
殺
し
、
越
嶺
郡
の
郡
治
、
邦
都
を

回
復
し
た
後
、
さ
ら
に

そ
の
余
勢
を
か

っ
て
耶
都
南
西
の
定
窄
に
あ

っ
て
架
木
夷
と
結
ぶ
狼
峯
を
提
殺
し
、
定
窄
、
台
登
、
卑
水
の
地
の
聾
、
鉄

、
漆

の
利
を
手
中
に
収

め
、
漢
嘉
郡
界
旛
牛
夷
を
懐
柔
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
狼
路
を
旛
牛
駒
砒
王
に
封
ぜ
し
め
成
都
と
越
嶺
と
の
間
の
ル
ー
ト
を
確
保
し
た
こ
と
明
ら
か
に

ど
し
た
。
そ
の
後
こ
の
地
は
永
く
蛮
地
と
な
る
が
、
右
は
そ
こ
に
附
の
時
代

に
な

っ
て
、
狼
の
平
定
後
、
鎮
が
置
か
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
陪
に
な

っ
て
こ
の
地

に
再
び
王
朝
の
支
配
が
強
く
及
び
は
じ
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

一
方
で
右

の
記
事
に
は

「沈
黎
鎮

在
縣
東
南
六
十

一
里
。
廓
清
城
在
州
西

一
百
八
十
里
。
銅
山
城
在
縣
西
北
五
十
里
。
定
蕃
城
在
通
望
軍
東

一
百
八
十
里
。

要
衝
城
在
通
望
縣
東

一

十
三
里
。
大
定
城
、
在
州
南
二
百
三
十
里
。
乾
元
二
年

(七
五
九
)
改
和
集
鎮
置
。

…

通
望
縣

…

沈
黎
鎮
在
縣
東
北
六
十

一
里
。
通
望

戌
、
在
縣
西
南

一
十
二
里
。
」
と
も
み
え
、
唐
時
代
の
黎
州
が
鎮
、
戌
、
城
と
い
っ
た
組
織
を
通
じ
て
の
軍
事
支
配
体
制

下
に
置
か
れ

て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
支
配
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
結
局
こ
の
地
が
夷
狭

の
地
と
し

て
の
性
格
を
唐
時
代
に
な

っ
て
も
な
お

一
面

で
保
持
し

て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
梁
時
代
以
降
、
県
、
鎮
な
ど
が
置
か
れ
て
い

っ
た
四
川
の
他
の
地
域
の
問
題
を
考
え
る
上

で
も
重

要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
を
ど
の
様
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
い
ま
隋
時
代
よ
り
後
の
唐
宋
時
代

の
考
察

を
行
う
こ
と
を
通
し
て
さ
ら
に
検
討
し

て
み
よ
う
。

三

唐

時

代

以

降

の

推

移



本
節

で
は
本
稿
の
主
題
で
あ
る
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
猿

の
実
態
如
何
の
問
題
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
比
較
と
い
う
観
点

か
ら
、

こ
れ
よ
り
後
の
唐
や
宋
の
時
代
の
四
川
の
狼

に
つ
い
て

一
瞥
す
る
こ
と
と
す
る
。

か

つ
て
松
井
秀

一
氏
は

「唐
代
前
半
期
の
四
川

-

律
令
制
支
配
と
豪
族
層
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て

ー

」
と
題
す
る
論
考
を
発
表
し
、
そ

の
な
か

で
、

(四
川
は

…

報
告
者
加
筆
)

一
般
的
に
中
原
等
の
漢
族
社
会
と
異
つ
て
後
進
的
な
様
子
を
示
し
て
い
る
。
殊
に
こ
の
地
方
に
殆
ど
普
遍

的

に
見
ら
れ
る
狭
族
の
存
在
を
み
の
が
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
ら
は
律
令
体
制
が
と
ら
れ
た
隋
朝
か
ら
唐
初
に
か
け

て
各
地
で
叛
乱
を
お

こ
し
討
平
さ
れ
て
い
る
。
今
唐
代
に
入

つ
て
か
ら
の
も
の
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

武
徳

二

・
一
〇
、
時
集
州
狭
反
、

(廠
)
玉
討
之
。

三

・

二
、
開
州
蛮
再
肇
則
陥
通
州
、
三
月
復
開

・
通
州
。

六

・

九
、
叩

(与
耶
同
)
州
猿
反
、
遣
沽
公
鄭
元
壽
討
之
。

七

・

二
、
始
州

(後
の
創
州
)
狼
反
、
遣
行
台
僕
射
賓
軌
討
之
。

洋

・
集
二
州
猿
反
、
陥
隆
州
晋
城
。

七

・

四
、
通
事
舎
人
李
鳳
起
撃
万
州
反
狼
平
之
。

七

・

五
、
賓
軌
破
反
狼
於
方
山

(巴

・
隆
"
後
の
聞
州
)
、
俘
二
万
余

口
。

八

・
=

、
眉
州
山
猿
反
。

九

・

三
、
益
州
道
行
台
尚
書
郭
行
方
撃
眉
州
叛
狭
破
之
。

郭
行
方
撃
叛
稼
於
洪

・
雅
二
州
大
破
之
、
俘
男
女
五
千
口
。

九

・
一
二
、
益
州
大
都
督
寅
軌
奏
、
称
狭
反
、
請
発
兵
討
之
。

貞
観

七

・

五
、
雅
州
道
行
軍
総
管
張
士
貴
撃
反
狭
破
之
。

七

・
一
二
、
嘉

・
陵
州
狼
反
、
命
祁
江
府
統
軍
牛
進
達
撃
破
之
。

一
二

・

八
、
覇
州
山
狼
反
、
焼
殺
刺
史
向
郡
陵
及
吏
民
百
余
家
。

=

一
・
一
〇
、
巴
州
猿
反
。



一
二

・
一
二
、
左
武
候
将
軍
上
官
懐
仁
撃
反
独
於
壁
州
大
破
之
、
虜
男
女
万
余
口
。

一
三

・

四
、
遣
使
武
候
将
軍
上
官
懐
仁
撃
巴

・
壁

・
洋

・
集
四
州
反
狼
平
Z
。
虜
男
女
六
千
余
口
。

二
二

・

九
、
彊
偉
等
発
民
造
船
、
役
及
山
狼
、
雅

・
印

・
眉
三
州
狼
反
。

儀
鳳

元

・

一
、
納

(櫨
)
州
狭
反
、
勅
騎
州
都
督
発
兵
討
之
。

先
天

元

・

五
、
益
州
猿
反
。

こ
の
よ
う
に

(な
?
)
猿
族
を
中
心
と
す
る
蛮
夷
の
叛
乱
は
安
史
の
乱
が
勃
発
し
た
混
乱
時
、
乾
元
二
年

一
〇
月

、
叩

・
簡

・
嘉

・
眉

・
濾

・
戎
等

の
州
蛮
が
叛
す
る
ま

で
み
ら
れ
な
い
。
律
令
制
時
代
、
四
川
地
方
に
お
け
る
も

っ
と
も
重
要
な
国
家
的
問
題

で
あ

つ
た
対
狼
族
征
服

戦
争
は
略

々
高
祖

・
太
宗
の
二
代

に
集
中
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
蝿
。
松
井
氏
の
右
に
挙
げ
た
事
例
は
い
ず
れ
も
資
治
通
鑑
の
記
事
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
み
え
る
洋
州
、
集
州
、
間
州
、

巴
州
、
壁
州
、
通
州
、
開
州
、
万
州
は
山
南
道
に
属
す
る
、
覇
州
、
剣
州
、
益
州
、
邦
州
、
簡
州
、
眉
州
、
陵
州
、
嘉

州
、
濾
州
は
劒
南
道
に
属

す
る
州

で
あ
り

(後
掲
付
図
参
照
)
、
か

つ
南
北
朝
時
代
に
あ

っ
て
も
狭
が
広
く
分
布
し
た
地
域
で
あ
る
。
そ
の
反
乱
は
右
に
み
え
る
よ
う
に
、

安
史
の
乱
時
の
乾
元
年
間
に
お
い
て
も
櫨
州
、
戎
州
と
い
っ
た
南
方
の
州
に
と
ど
ま
ら
ず
、
印
州
、
簡
州
、
嘉
州
、
眉
州
と
い
っ
た
州
に
お
い
て

も
依
然

と
し
て
生
じ
る
ほ
ど
の
根
強

い
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
唐
時
代
の
四
川
の
問
題
を
考
え
る
上

で
必
ず
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ

る
で
あ

ろ
う

(ま
た
、
こ
の
こ
と
は
本
稿
が
主
た
る
関
心
を
よ
せ
て
い
る
南
北
朝
時
代

の
四
川
の
問
題
を
考
え
る
上

で
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
)
。

い
ま

、
こ
う
し
た
状
況
に
あ

っ
た
該
地
域
の
狼
に

つ
い
て
個
別
の
州
県
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
具
体
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
元
和
郡
県
図
志

巻
三

一
、
剣
南
道
上
、
嘉
州
羅
目
県

の
条
に
、

羅
目
縣

(今
峨
眉
南
)
、

…

。
本
漢
南
安
縣
地
。
麟
徳
二
年

(六
六
五
)
、
招
慰
生
猿
。
於
今
縣
西
南

一
百
八
十
三
里
、
置
沐
州
及
羅

目
縣
。

…

羅
目
、
狼
中
山
名
。
因
以
名
縣
。

と
あ
り
、
太
平
簑
宇
記
巻
七
四
、
剣
南
西
道
三
、
嘉
州
我
眉
県
の
条
に
、

我
眉
縣
、

…

本
南
安
縣
。
即
青
衣
道
地
也
。

…

唐
乾
元
三
年

(七
六
〇
)
狭
叛
、
移
就
我
眉
観
東
。
今
縣
理
是
也
。

と
あ
る
。
嘉
州
は
前
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
南
朝
梁
の
武
陵
王
薫
紀
が
狼
地
に
青
州
を
建
て
、
北
周
の
時
代
以
降
、
嘉
州
と
改
称
さ
れ
た
州
で



唐 の闘 元年 閲 に お け る剣 南遭 北部 、山南 西 道の 各 州 の配 置 を碁
礎 と して 、晋 時 代 か ら唐時 代 ま での 各時 代 に、 稼 の討 伐 、招 惣
に 関わ って建 置 さ れた 州郵 県 戊等 の 名称 を 璽ね 紀 しもの 。下 線
つ き の時 代名 を 付 した 朔郵 県 戌等 は、そ の 各々 の 時代 に そ の名
称 で呼 ば れた こ と を示 す 。州 名 に加 え られ たo印 は 、唐 の時 代
に 僚の 分右 が 確 留 され る州 で あ る こと を示 す。 ★ 印 を付 した州
は 、太 平 霊宇 紀 に趣 宋 の時 代 に も稼 が分 布 す ると す る詑 載 のみ
え る州 。 また 、 太線 は道 の填 鼻 を、 績線 は州 の 境界 を示 す。



あ
る
が
、
そ
の
属
県
八
の
内
の
緩
山
県
、
玉
津
県
は
前
節
で
み
た
よ
う
に
陪
時
代

に
狼
を
招
慰
し

て
設
置
さ
れ
た
県
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
属

県
の
平
莞
県
が
同
じ
陪
の
時
代
に
狼
の
攻
撃
を
受
け
没
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
際
指
摘
し
た
。
右
の
羅
目
、
我
眉
両
県
に
つ
い
て
の
記
述
は
そ

の
後
の
狭
の
活
動
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
太
平
簑
宇
記
同
巻
、
嘉
州
槌
爲
県
の
条
に
は
、

唐
上
元
元
年

(七
六
〇
)
、
隷
嘉
州
。
天
福
元
年

(九
三
六
)
、
狼
叛
、
移
於
江
西
岸
。
縣
南
臨
大
江
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
唐
の
後
の
五
代
の
時
代
に
な

っ
て
も
、
こ
の
嘉
州
の
地

で
は
県
城
が
狭
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
の
存
し
た
こ
と

を
伝
え

て
い
る
点
で
注
目
す

べ
き
事
例
で
あ
る
。

嘉
州
北
西
の
雅
州
の
場
合
、
そ
の
支
配
は
嘉
州
よ
り
も

一
層
困
難
な
状
況
と
対
峙
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
旧
唐
書
巻
四

一
地
理
志
、
剣
南

道
、
雅
州
の
条
に
、
雅
州
管
下
の
覇
鷹
州
に

つ
い
て
の
記
述
が
み
え
、
そ
こ
に
、

雅
州
都
督

一
十
九
州
、
井
生
莞
、
生
狼
覇
廃
州
、
無
州
縣
。

と
あ
り
、
元
和
郡
県
図
志
巻
三
二
、
剣
南
道
中
、
雅
州
慮
山
県
の
条
に
、

盧
山
縣
、

…

本
秦
厳
道
縣
地
。

…

盧
山
在
縣
西
北
九
里
。
其
山
西
北
連
延
入
夷
狼
界
、
北
即
邦
州
火
井
縣
界
。

…

(慮
山
県

霊
関
鎮
の
条
)
関
外
即
夷
狼
界
。

と
あ
り

(通
典
巻

一
七
六
、
州
郡
六
に
は
、
雅
州
盧
山
県
の
こ
と
と
し
て
、

「盧
山
、
有
騒
山
關
、
關
外
夷
猿
界
。
」
と
み
え
る
)
、
輿
地
紀
勝

巻

一
四
七
、
成
都
府
路
、
雅
州
、
風
俗
形
勝
の
条
に
、

控
帯
夷
落
。
在
蜀
最
爲
保
障
。
當
螢
出
入
之
咽
喉
。
唐
開
府
爲
都
督
。

…

襟
帯
即
窄
、
切
廉
諸
蕃

…

州
以
雅
名
、
地
多
嵐
痺
、
西

蜀
之
襟
帯
、
南
詔
之
咽
喉
、

…

古
稻
青
衣
漢
嘉
。

と
あ
る
記
事
な
ど
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

南
方

の
黎
州
や
嶺
州
、
櫨
州
、
戎
州
の
場
合
も
、
確
か
に
元
和
郡
県
図
志
巻
三
二
、
剣
南
道
中
、
福
州
會
川
県
の
条

に
、

會
川
縣
、

…

本
漢
會
無
縣
、
属
越
福
郡
。
蒲
齊
没
於
夷
狼
。
高
宗
上
元
二
年

(六
七
五
)
於
其
地
置
會
川
縣
。

と
あ
り
、
太
平
簑
宇
記
巻
八
八
、
剣
南
東
道
七
、
濾
州
の
条

に
、

(櫨
州
)
元
管
漢
洞
鞠
廃
州
十
六

…

納
州
、
儀
鳳
二
年

(六
七
七
)
、
開
山
洞
置
。

…

薩
州
、
儀
鳳
二
年
、
招
生
狭
置
。

…

曼
州
、
儀
鳳
二
年
、
開
生
狼
置
。

…

長
寧
州
…

撃
州
、
儀
鳳
二
年
開
山

(洞
?
)
置
。

…



と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
支
配
の
拡
大
も
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
境
域
が
広
く
南
方
に
偏
し
て
い
る
た
め
、
雅
州
と
相
似
た
狼
統
治
に
苦
し
む
王
朝
の

姿
が
そ

こ
に
み
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
旧
唐
書
巻
四

一
地
理
志
、
剣
南
道
、
黎
州
の
条

に
、

黎
州
統
制
五
十
四

(鵜
鷹
)
州
、
皆
微
外
生
狼
。
無
州
、
鵜
廉
而
已
。

と
あ
り
、
太
平
簑
宇
記
巻
七
七
、
剣
南
西
道
七
、
黎
州
通
望
県
の
条
に
、

…

廃
琉
璃
城
在
大
渡
河
南
。
太
和
五
年

(八
三

一
)
、
節
度
使
李
徳
裕
築
。
已
上
諸
城
、
皆
禦
西
番
之
所
致
也
。
奮
統
制
五
十
五
州
、

皆
微
外
生
狼
、
無
州
縣
、
輯
廃
而
已

…

と
あ
り
、
旧
唐
書
巻
四

一
地
理
志
、
剣
南
道
、
濾
州
の
条
に
、

濾
州
都
督
十
州

(濾
州
都
督
府
所
管
納
、
醇
、
曼

…

等
十
覇
廃
州
)
皆
招
撫
夷
狼
置
。

と
あ
り
、
太
平
簑
宇
記
巻
八
八
、
剣
南
東
道
七
、
濾
州
の
条
に
、

(濾
州
)
元
管
漢
洞
緬
廃
州
土

ハ
…

扶
徳
州
…

二
州
連
接
騎
府
。
及
拓
在
生
螢
承
前
不
輸
税
課
。
能
州

…

漸
州

・
。
・
四
州

輸
納
半
税
。
其
州
在
邊
微
。
漢
洞
不
伏
供
輸
。
納
州
、
儀
鳳
二
年

(六
七
七
)
、
開
山
洞
置
。

…

藍
州

…

順
州

…

宋
州

・
・

・
高
州

…

奉
州

…

思
峨
州

…

薩
州
、
儀
鳳
二
年
、
招
生
狼
置
。

…

曼
州
、
儀
鳳
二
年
、
開
生
猿
置
。

…

長
寧
州

・

・
・
撃
州
、
儀
鳳
二
年
、
開
山
置
。

…

と
あ
り
、
太
平
簑
宇
記
巻
七
九
、
剣
南
西
道
八
、
戎
州
南
漢
県
の
条
に
、

廠
蹄
順
縣
、
在
州
西
北
三
十
里
。
亦
拠
道
地
。
唐
貞
観
中
、
準
狼
蹄
服
。
因
於
此
立
鎭
、
以
撫
之
、
以
蹄
順
爲
名
。
聖
暦
三
年

(七

〇
〇
)

分
郁
廓
縣
、
就
慶
鎮
置
縣
、
以
威
生
狭
。
皇
朝
併
入
焚
道
縣
。

と
あ
り
、
太
平
簑
宇
記
巻
七
九
、
輯
廃
州
の
条
に
、

右
十
六
州
奮
属
戎
州
都
督
。
天
賓
以
前
、
朝
貢
不
絶
。
天
賓
以
後
、
没
在
螢
境
。

…

其
州
近
潰
池
並
是
蟄
夷
諸
狼
縁
地
、
最
遠
、
與
銚

糊
州
雲
南
接
界
。

と
あ
る
史
料
な
ど
か
ら
容
易
に
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
巴
地
の
状
況
は
、
元
和
郡
県
補
志
巻
五
、
山
南
道
、
蓬
州
伏
虞
県

(現
営
山
北
)
の
条
に
、

伏
虞
縣

…

伏
虞
山
、
在
縣
東
南
六
十
五
里
。
甚
険
。
蛮
狼
被
征
、
即
遁
入
此
中
。



と
あ
り
、
元
和
郡
県
補
志
巻
五
、
山
南
道
、
通
州
巴
渠
県
の
条
に
、

本
漢
宣
漢
縣
地
。
劉
宋
置
巴
渠
郡
、
井
置
巴
渠
縣
。
以
境
在
巴
川
宕
渠
之
間
故
也
。
陪
開
皇
初
慶
。
永
泰
元
年

(
七
六
五
)
復
析
石
鼓
縣
之

四
郷
置
縣
。
地
當
螢
狭
之
邊
界
。
其
民
俗
聚
會
、
則
撃
鼓
木
牙
唱
竹
枝
歌
、
以
爲
楽
。

と
あ
り
、
資
治
通
鑑
巻

一
八
七
、
唐
紀
三
、
高
祖
武
徳
二
年

(六

一
九
)
、
冬
十
月

の
条

に
、
集
州

(現
南
江
)
の
こ
と
と
し
て
、

以
左
武
候
大
将
軍
篇
玉
爲
梁
州
縮
管
。
時
集
州
狼
反
。
玉
討
之
。
狼
擦
険
自
守
、
軍
不
得
進
。
糧
且
壷
。
熟
狭
與
反
者
皆
鄭
里
親
鴬
、
孚
言

賊
不
可
撃
。
請
玉
還
。
玉
揚
言
、
秋
穀
將
熟
、
百
姓
母
得
収
刈
、

一
切
供
軍
、
非
平
賊
吾
不
返
。
聞
者
大
慨
日
、
大
軍
不
去
、
吾
曹
皆
將
腰

死
。
其
中
壮
士
乃
入
賊
管
、
與
所
親
漕
謀
、
斬
其
渠
帥
而
降
。
除
鴬
皆
散
。
玉
追
討
、
悉
平

Z
。

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
存
在
と
王
朝

へ
の
抵
抗
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
が
、

一
方

で
そ
れ
が
南
方
、
西
方
と
比
較
し
て
弱
く
、
徐
々
に
王
朝
か
ら

追
い
込
ま
れ
て
い
く
状
況
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
巨
視
的

に
み
た
と
き
、
こ
の
こ
と
は
前
稿
で
述
べ
た
、
王
朝
の
支
配
回
復
の
試
み
が
そ
の
前

き

代
に
あ

っ
て
ま
ず
こ
の
巴
の
地
か
ら
着
手
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
地

に
あ

っ
て
は
、
太
平
簑
宇
記
巻

一
二
二
、
江
南
西
道
二
〇
、
南
州
の
条
に
、

南
州
、
萬
貢
梁
州
之
域
。
周
属
雍
州
、
戦
國
時
爲
巴
國
界
。
秦
則
巴
陵
之
地
。

…

唐
武
徳
二
年
割
楡
州
之
東
界
地
置
州
。

…

按
九

州
要
記
云
、
萸
漢
生
猿
招
慰
以
置
之
。
即
此
郡
也
。

と
あ
り
、
元
和
郡
県
図
志
巻
三
三
、
剣
南
道
下
、
昌
州
の
条
に
、

昌
州

(今
大
足
)
、
本
漢
資
中
縣
東
境
。

…

皇
朝
乾
元
元
年

(七
五
八
)
、
左
拾
遺
李
鼎
詐
奏
、
以
山
川
闊
遠
、
請
割
濾
、
普
、
楡
、

合
、
資
、
榮
等
六
州
界
、
置
昌
州
。

…

遂
罷
廣
。
大
暦
十
年

(七
七
五
)
、
本
道
使

(東
川
節
度
使
)
崔
寧
又
奏
復
置
、
以
鎮
圧
夷
狭
。

と
あ
る
よ
う
な
、

一
層
奥
地

の
山
地
地
帯
ま

で
王
朝
の
支
配
が
及
び

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

四
川
北
部
に
お
け
る
狼
に

つ
い
て
の
史
料
と
し
て
は
、
資
治
通
鑑
巻

一
九
〇
、
唐
紀
六
、
高
祖
武
徳
七
年

(六
二
四
)
二
月
丁
未
の
条

に
、

始
州

(後
の
剣
州
)
狼
反
。
遣
行
壷
僕
射
賓
軌
討
之
。

と
あ
り
、
新
唐
書
巻
四
二
地
理
志
、
真
州
の
条
に
、

真
州

…

難
川

(中
下
。
先
天
元
年
、
析
翼
水
縣
地
、
開
生
獄
置
。
本
隷
悉
州
、
天
賓
元
年
、
隷
冀
州

)
。
昭
徳

(下
。
本
識
臼
。
顕
慶

元
年
、
開
生
狭
置
、
隷
悉
州
。
天
宝
元
年
、
隷
冀
州

)
。



と
あ
り
、
冊
府
元
亀
巻
九
八
五
、
征
討
四
、
武
徳
七
年

(六
二
四
)
の
条
に
、

五
月
、
吐
谷
揮
寵
松
州
、
遣
益
州
行
壷
左
僕
射
寅
軌
自
冀
州
道

…

撃
之
。
是
月
寅
軌
撃
反
狭
干
方
山

(今
阿
坦
州
境
)
、
俘
二
萬
除
口
。

と
あ
る
史
料
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
に
と
ど
ま
る
。

以
上
、
唐
時
代

の
狼

に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
が
、
次
に
趙
宋
時
代
の
狼
に
つ
い
て
太
平
簑
宇
記
所
載
史
料
を
用
い
て

一
瞥
し

て
お
く
。

1

風
俗
、

…

州
民
與
夷
狼
錯
居
。
華
人
其
風
尚
移
。
其
俗
好
文
。
夷
人
椎
脅
跣
足
、
短
衣
権
酷
、
信
鬼
神
、
以
竹
木
爲
槙
居
。
不
知
禮
儀
、

法
律
不
能
拘
。

(太
平
簑
宇
記
巻
七
四
、
剣
南
西
道
三
、
嘉
州
の
条
)

2

風
俗
、
此
郡
與
夷
狭
相
雑
、
愈
於
諸
郡
。

(太
平
簑
宇
記
巻
七
五
、
剣
南
西
道
四
、
印
州
の
条
)

3

風
俗
、
同
叩
州
。
印
雅
之
夷
狼
、
婦
人
娠
七
月
而
産
。
産
畢
置
児
、
向
水
中
。
浮
者
取
養
。
沈
者
棄
之
。
千
百
無

一
沈
者
。
長
則
抜
去
上
歯

如
狗
牙
。
各
以
爲
華
飾
。
今
有
四
牙
長
於
諸
牙
、
而
唇
高
者
、
別
是

一
種
、
能
食
人
。
無
長
歯
不
能
食
。
俗
信
妖
巫
、
撃
銅
鼓
、
以
祈
構
至

今
。
慮
山
縣
新
安
郷
五
百
除
戸
、
即
其
遺
人
也
。

(太
平
簑
宇
記
巻
七
七
、
剣
南
西
道
六
、
雅
州
の
条
)

4

風
俗
、
其
士
有
四
族
。
黎
、
刷
、
虞
、
牟
。
夷
夏
雑
居
、
風
俗
各
異
。
其
蟄
狼
之
類
、
不
識
文
字
。
不
知
禮
教
、
言
語
不
通
。
嗜
欲
不
同
。

椎
轡
跣
足
、
盤
歯
穿
耳
、
衣
緋
布
羊
皮
渉
草
、
以
神
鬼
爲
徴
験
、
以
殺
傷
爲
戯
笑
。
少
肚
爲
上
、
衰
老
爲
下
。
男
女
無
別
、
山
岡
是
居
。

(太
平
簑
宇
記
巻
七
九
、
剣
南
西
道
八
、
戎
州
の
条
)

5

風
俗
、
夏
人
少
、
蟄
狼
多
。
男
不

叩
櫛
、
女
衣
班
布
。
姓
名
顛
倒
、
不
知
禮
法
。

(太
平
簑
宇
記
巻
八
五
、
剣
南
道
八
五
、
栄
州
の
条
)

6

濾
州
、
萬
貢
梁
州
之
域
。
春
秋
戦
國
時
爲
巴
子
国
。
秦
爲
巴
郡
。
漢
爲
健
為
郡
之
江
陽
符
二
縣
。
後
漢
因
之
。

…

戸
、
唐
開
元
戸

一
萬

六
千
五
百
九
十
四
、
皇
朝
管
漢
戸
主
二
千
四
十
七
、
狼
戸

一
千
四
百

一
十
五
。

風
俗
、
地
無
桑
麻
。
毎
歳
舎
田
、
刀
耕
火
種
。
其
夷
狼
則

與
漢
不
同
。
性
多
獲
戻
、
而
好
淫
祀
。
巣
居
巌
谷
、
因
険
患
高
、
着
班
布
、
撃
銅
鼓
、
弄
鞘
刀
。
男
則
露
轡
跣
足
、
女
則
椎
脅
横
居
。
夫
亡

婦
不
帰
家
、
葬
之
崖
穴
。
刻
木
爲
契
、
刺
血
爲
信
。
卿
冤
罪
則
累
代
相
酬
。
乏
用
則
醤
男
女
。
其
風
俗
如
此
。

(太
平
簑
宇
記
巻
八
八
、
剣
南
東
道
七
、
櫨
州
の
条
)

7

土
産
、

…

茶
、
按
茶
経
方
櫨
州
茶
樹
。
狼
常
携
瓢
具
、
穴
其
側
、
毎
登
樹
採
芽
茶
、
必
含
於
口
、
待
其
展
。

然
後
置
瓢
中
、
旋
塞
其
籔
。



本
稿

の
今
ま
で
の
考
察

で
も
み
た
よ
う
に
、
太
平
簑
宇
記
の
唐
時
代
以
前
に
お
け
る
狼
に
関
す
る
記
述
は
、
そ
の
叛
乱
、
招
撫
、
郡
県
の
設
置
等

の
形
で
記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
右
に
掲
げ
た
趙
宋
時
代
の
史
料
を
通
観
す
る
と
、
そ
れ
ら
が
前
代
の
そ
れ
と
異
な
り
、
狼
に
つ
い
て
記

述
す
る
と
き
、
そ
の
殆
ど
全

て
を

「
風
俗
」
の
条
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
点
は
前
代
と
比
較
し
た
際
強

い
対
照
を
な
し
て
お
り
、

そ
こ
に
前
代
と
宋
時
代
と
の
間
に
質
的
相
違
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
唐
宋
時
代
の
狼
に
関
し
て
筆
者
が
検
索
し
た
史
料
は
、
い
ま
だ
南
北

朝
の
そ
れ
の
様
に
網
羅
的
な
も

の
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
も
し

こ
う
し
た
想
定
に
誤
り

が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
相
違
の
生
じ
た
原
因
が
存
在
す
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
際
、
前
稿
や
本
稿
に
お
け
る
考
察

に
よ

っ
て
知
り
得
た
、
降

代
す
る

に
し
た
が

っ
て
進
展
す
る
王
朝
権
力
浸
透
と
い
う
事
柄
を
勘
案
し
、
そ
の
主
要
な
原
因
の

一
と
し
て
、
王
朝
と
狼

と
の
軍
事
的
抗
争
が
南

北
朝
、
隋
唐
の
変
遷
を

へ
な
が
ら
唐
時
代
に
お
い
て
ほ
ぼ
王
朝
側
の
勝
利
に
帰
し
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
こ
の
問
題

に
対
す
る
解
答
と
し
て

そ
れ
ほ
ど
大
筋
を
逸
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

齢
必
置
於
暖
威
。
其
味
極
佳
。
又
有
麓
者
、
其
味
辛
而
性
熱
。
彼
人
飲
之
療
風
、
通
呼
爲
濾
。

(太
平
簑
宇
記
巻
八
八
、
剣
南
東
道
七
、
濾
州
の
条
)

8

風
俗
、
有
夏
風
、
有
狭
風
。
悉
住
叢
脊
、
懸
虚
構
屋
、
号
閣
蘭
。
男
即
蓬
頭
跣
足
、
女
即
椎
轡
穿
耳
。
以
生
慮
山
水
爲
姓
名
、
以
殺
爲
能
事
。

父
母
喪
不
立
几
莚
。

(太
平
簑
宇
記
巻
八
八
、
剣
南
東
道
七
、
昌
州
の
条
)

9

浩
州

…

土
産
、
連
頭
狭
布
。

…

賓
化
縣

…

按
新
図
纒
云
、
此
縣
民
並
是
夷
狼
、
露
頂
跣
足
、
不
識
州
縣
、
不
會
文
法
、
與
諸

縣
戸
口
不
同
、
不
務
搬
桑
、
以
茶
蝦
供
輸
。(太

平
簑
宇
記
巻

一
二
〇
、
江
南
西
道

一
八
、
浩
州
の
条

現
在
の
浩
陵
、
長
寿
、
南
川
の
地
)

10

楡
州

…

風
俗
、
大
凡
蜀
人
風
俗

一
同
。
然
邊
螢
界
郷
村
有
猿
戸
、
即
異
也
。
今
楡
之
山
谷
中
有
狼
狭
郷
、
俗
拷
屋
高
樹
。
謂
之
閣
閲
。

不
解
縣
竹
。
唯
吹
銅
鼓
、
視
木
葉
、
以
別
四
時
。
父
子
同
誰
、
夫
妻
共
名
、
祭
鬼
以
祈
福
也
。

(太
平
簑
宇
記
巻

=
二
六
、
山
南
西
道
四
、
漁
州
の
条
)

11

蓬
州

…

風
俗
、
雑
以
狼
戸
。

(太
平
簑
宇
記
巻

一
三
九
、
山
南
西
道
七
、
蓬
州
の
条
)



☆
耶
州

属
県
七

秦
蜀
郡
地
↓
宋
斉
梁
不
置
郡
県
↓
梁
置
蒲
口
頓

(以
備
生
猿
)
↓
梁
置
邦
州

☆
臨
耶
県

本
漢
臨
邦
県
↓

(李
雄
乱
後
、
為
狼
所
侵
)
↓
西
魏
廃
帝
再
置

大
邑
県

漢
江
原
県
地
↓

↓
唐
割
晋
原
県
西
界
置

安
仁
県

本
臨
耶
県
地
↓

↓
唐
割
臨
耶
、
依
政
、
唐
興
県
置

依
政
県

本
臨
耶
県
地
↓

↓
西
魏
置

臨
渓
県

本
臨
耶
県
地
↓

↓
西
魏
置

本
稿

で
は
前
稿
を
受
け
て
、
北
周
以
降
の
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
四
川
地
域
の
民
族
問
題
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
そ

の
過
程

で
、
梁
や
西
魏
の

動
き
を

へ
て
北
周
時
代
以
降
も
狼
地

に
対
す
る
王
朝
の
支
配
が
浸
透
、
拡
大
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
ま
た
、

一
方
で
そ
う
し
た
進
展
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
王
朝
の
支
配
に
抗
す
る
狼
側
の
動
き
の
根
強
さ
も
ま
た
同
時
に
明
ら
か
と
な

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
傾
向
が
唐
時
代

に
な

っ
て
も
続

い
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な

っ
た
が
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
唐
時
代
以
降
の
狭

の
問
題
に
関
し
て
筆
者
は
そ
の
関
連
す
る
史
料
を
い
ま
だ
十

分
に
は
検
索
し
え
て
い
な
い
の
で
、
唐
宋
時
代
の
四
川
の
狼
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
回
知
り
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
点
が

多
い
。
た
だ
し
、
猿
の
反
抗
が

一
方
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
五
胡
十
六

国
か
ら
堕

唇
へ
と
時
代
が
降
る
に
従

っ
て
王
朝

の
支
配
が
強
化
さ
れ
、
そ

の
結
果
出
現
し
た
唐
時
代
の
王
朝

の
支
配
が
、
そ
れ
以
前
の
支
配
、
即
ち
南
北
朝
、
五
胡
十
六

国
時
代

に
と
ど
ま
ら
ず
、
魏
晋
、
秦
漢
時
代
に
お

け
る
支
配
と
比
較
し
て
も
格
段

に
強
化
さ
れ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
唐
時
代
の
四
川
に
お
け
る
州
の

配
置
が
、
そ
れ
以
前
と
比
較
し
て
格
段
に
密
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
こ
と

(後
掲
付
図
参
照
)
、
或
い
は
前
節
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
も
若
干
の

事
例
を
あ
げ
た
が
、
か

つ
て
狼
地

で
あ

っ
た
と
こ
ろ
に
圧
倒
的
多
数
の
新
県
の
設
置
が
降
代
す
る
に
従

っ
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
ど
か

ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
左
に
掲
げ
る
よ
う
な
元
和
郡
県
図
志
所
載
の
狼

の
存
在
が
記
述
さ
れ
て
い
る
剣
南
道

に
属
す
る
各
州
の
属
県
設
置

に
つ
い
て
の
記
述
を
概
観
す
る
だ
け
で
も
容
易
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

(☆
印
は

「狼

]
と
い
う
記
述
が
明
確
に

史
料
の
上
に
み
え
る
州
県
を
示
す
。
)

お

わ

り

に



火
井
県

本
臨
耶
県
地
↓

↓
西
魏
置

蒲
江
県

本
臨
邦
県
地
↓

↓
西
魏
置

☆
簡
州

属
県
三

秦
蜀
郡
地
↓
漢
槌
為
郡
↓

(李
雄
拠
蜀
、
夷
狼
内
侵
)
↓
南
斉
牛
碑
戌
↓
陪
置
簡
州

陽
安
県

本
漢
牛
碑
県
↓

↓
西
魏
置

☆
金
水
県

本
漢
広
漢
郡
新
都
県
地
↓
東
晋
置
金
泉
戌

(平
生
狼
)
↓
西
魏
為
県

☆
平
泉
県

本
牛
碑
県
及
符
県
地
↓

(後
為
狭
所
居
)

↓
西
魏
置

☆
資
州

属
県
八

秦
蜀
郡
地
↓
漢
槌
為
郡
資
中
県
地
↓

(李
雄
之
乱
、
夷
狼
居
之
)
↓
西
魏
置
資
州

☆
盤
石
県

本
漢
資
中
県
地
↓

(後
為
狼
所
居
)

↓
北
周
置

☆
資
陽
県

本
資
中
県
地
↓

(李
雄
乱
蜀
、
県
荒
廃
)

↓
北
周
置

☆
内
江
県

本
資
中
県
地
↓

(李
雄
之
後
、
陥
於
夷
獄
)
↓
北
周
置
漢
安
戌
↓
北
周
為
県

丹
山
県

本
資
中
県
地
↓

↓
唐
置

銀
山
県

本
資
中
県
地
↓

↓
堕
置

☆
龍
水
県

本
資
中
県
地
↓

↓
陪

(招
慰
夷
猿
)
置

☆
清
渓
県

本
資
中
県
地
↓

(自
晋
詑
梁
、
夷
狼
所
居
)
↓
陪
置
牛
碑
県
↓
唐
改
名

月
山
県

本
資
中
県
地
↓

↓
陪
置

☆
嘉
州

属
県
八

秦
蜀
郡
地
↓
漢
槌
為
郡
南
安
県
地
↓

(後
為
獄
所
居
)
↓
梁
置
青
州
↓
北
周
改
名

龍
遊
県

本
漢
南
安
県
地
↓

↓
北
周
置
平
莞
県
↓
陪
改
名

爽
江
県

本
南
安
県
地
↓

↓
階

(廃
戌
)
置

☆
緩
山
県

本
南
安
県
地
↓

↓
陪

(招
慰
生
猿
)
置



☆
羅
目
県

本
南
安
県
地
↓

↓
唐

(招
慰
生
狭
)
置

峨
眉
県

本
南
安
県
地
↓

↓
北
周
置
平
莞
県
↓
北
周
改
名

☆
玉
津
県

本
南
安
県
地
↓

(夷
狼
自
洋
桐
入
居
)

↓

(梁
招
慰
)
↓
陪
置

平
莞
県

本
南
安
県
地
↓

↓
北
周
置

槌
為
県

本
南
安
県
地
↓

↓
北
周
置
武
陽
県
↓
陪
改
名

☆
戎
州

属
県
五

漢
槌
為
郡
焚
道
県
↓

(李
雄
窃
拠
空
廃
)

↓
梁

(討
定
夷
狼
)
置
戎
州

萸
道
県

本
漢
萸
道
県
↓

(永
嘉
後
荒
廃
)

↓
梁
置

義
賓
県

本
漢
南
安
県
地
↓

↓
唐
置

☆
開
辺
県

本
漢
拠
道
地
↓

↓
北
周
置
外
江
県
↓
階
置
↓

(後
狼
叛
)

南
渓
県

本
萸
道
県
地
↓

↓
梁
置
南
広
県
↓
附
改
名

☆
帰
順
県

↓
唐

(以
生
狼
)
置

☆
雅
州

属
県
五

秦
蜀
郡
地
↓

(此
地
荒
廃
、
夷
狼
居
之
)

↓
西
魏
置
蒙
山
郡
↓
陪
置
雅
州

嚴
道
県

本
秦
嚴
道
県
↓

(有
蛮
夷
日
道
)

↓
西
魏
置
始
陽
県
↓
陪
改
称

百
丈
県

本
嚴
道
県
地
↓

↓
唐
置

名
山
県

本
嚴
道
県
地
↓

↓
西
魏
置
蒙
山
県
↓
陪
改
名

慮
山
県

本
嚴
道
県
地
↓

↓
堕

颪
盧
山
鎮
↓
堕

魯
県

栄
経
県

本
嚴
道
県
地
↓

↓
唐
置

眉
州

属
県
五

漢
健
為
郡
武
陽
県
南
境
↓

↓
梁

(開
通
外
微
)
置
青
州
↓
西
魏
改
名

通
義
県

本
武
陽
県
南
境
↓

↓
西
魏
置



彰
山
県

本
武
陽
県
↓

↓
北
周
置
隆
山
郡
↓
唐
改
名

丹
稜
県

↓
斉
置
斉
楽
郡
↓
北
周
置
洪
雅
県
↓
附
改
名

☆
洪
雅
県

本
斉
楽
郡
南
境

(自
晋
迄
宋
夷
狭
有
其
地
)
↓
北
周

(捜
卸
夷
狭
)
置
洪
雅
鎮
↓
堕

局
県

☆
青
神
県

本
漢
南
安
県
地
↓

(李
雄
之
後
夷
独
内
侵
)
↓
西
魏
置
青
衣
県

黎
州

属
県
二

漢
沈
黎
郡
↓

↓
北
周

(開
越
嵩
)
置
黎
州

☆
漢
源
県

本
漢
旛
牛
県
地
↓

↓
階

(平
夷
狭
、
置
漢
源
鎮
)
↓
階
為
県

通
望
県

本
漢
旛
牛
県
地
↓

↓
附
置
大
渡
鎮
↓
唐
改
名

☆
嶺
州

属
県
七

漢
越
嶺
郡
↓

(魏
晋
已
還
、
蛮
猟
紗
窃
)

↓
北
周

(開
越
嶺
)
置
厳
州
↓
晴
改
名

越
福
県

本
漢
邦
都
県
地
↓

↓
晴
置

西
濾
県

本
耶
都
県
地
↓

↓
北
周
置
司
泉
県
↓
唐
改
名

☆
蘇
祁
県

本
蘇
祁
県
↓

(後
陥
夷
狭
)

↓
北
周

(重
開
越
嶺
)
復
置

壷
登
県

本
壷
登
県
↓

↓
北
周

(重
開
越
福
)
復
置

耶
部
県

本
蘭
県
地
↓

↓
北
周
置

☆
昆
明
県

本
定
搾
県
地
↓

(後
没
蛮
夷
)

↓
北
周
置
定
窄
鎮
↓
唐
為
県
改
名

☆
会
川
県

本
会
無
県
↓

(蒲
斉
没
於
夷
猿
)

↓
唐
置

☆
栄
州

属
県
六

秦
蜀
郡
地
↓
漢
南
安
県
地
↓

(夷
狼
居
之
)
↓
晴
置
大
牢
県
↓
唐
置
栄
州

旭
川
県
↓

本
漢
南
安
県
地
↓

↓
唐
置

畜
官
県

本
漢
南
安
県
地
↓
東
晋
置
冶
官
県

↓
晴
改
名

和
義
県

本
漢
資
中
県
地
↓

↓
附
置



よ

っ
て
唐
時
代
に
も
瞭

の
叛
乱
が
頻
出
す
る
こ
と
を
も

っ
て
そ
れ
以
前
の
時
代
か
ら
進
行
し
て
き
た
王
朝
権
力

の
浸
透
、
拡
大
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
て
王
朝
の
支
配
下
に
包
摂
さ
れ
て
い
っ
た
狼
が
、
と
り
わ
け
唐
時
代
以
降
の
そ
れ
が
王
朝
の
支
配
秩
序

の
中
で

現
実

に
ど
の
様
な
形

で
存
在
し
て
い
た
の
か
、
或
い
は
彼
ら
の
中
国
化
と
は
如
何
な
る
も

の
で
あ

っ
た
の
か
等
の
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

問
題

は
、
唐
宋
時
代
の
四
川
地
域

の
社
会
的
経
済
的
活
況
を
み
る
と
き
、
別
個
の
問
題
と
し
て
今
後
是
非
と
も
深
く
考
究
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
問

題
で
あ
る
と
い
え
る
。

☆
威
遠
県

本
資
中
県
地
↓

↓
晴
置
威
遠
戌

(以
招
撫
生
猿
)
↓
附
為
県

公
井
県

本
漢
江
陽
県
地
↓

↓
北
周
置
公
井
鎮
↓
唐
為
県

応
霊
県

本
漢
資
中
県
地
↓

↓
晴
置
大
牢
鎮
↓
晴
為
県
↓
唐
改
名

☆
濾
州

属
県
五

秦
巴
郡
地
↓
漢
健
為
郡
江
陽
符
県
地
↓

(後
為
狼
所
没
)
↓
梁
置
濾
川

(県
?
)
↓
西
魏
置
濾
州

濾
川
県

本
漢
江
陽
県
地
↓
東
晋
穆
帝
置
東
江
陽
郡

↓
堕
溌
郡
、
置
濾
川
県

縣
水
県

本
江
陽
県
地
↓

↓
東
晋
置

☆
江
安
県

本
江
陽
県
地
↓

(李
雄
乱
後
没
於
夷
狭
)

↓
東
晋
穆
帝
置
漢
安
県
↓
晴
改
名

富
義
県

本
江
陽
県
地
↓

↓
北
周
置
富
世
県
↓
唐
改
名

合
江
県

本
漢
符
県
地
↓

東
晋
穆
帝
置
安
楽
県

(戌
?
)
↓
梁
改
置
安
楽
戌

(県
?
)
↓
北
周
改
名

☆
昌
州

属
県
四

本
漢
資
中
県
東
境
↓

↓
唐
置

(以
鎮
押
夷
狼
)

静
南
県

↓
唐
置

昌
元
県

↓
唐
置

永
川
県

↓
唐
置

大
足
県

↓
唐
置



①

「
史

淵

』
一
三

六

輯

、

一
九

九

九

年

所

収

。

②

拙

稿

「
北

魏

時

代

に

お

け

る

所

謂

良

奴

制

の
成

立

-

良

の
問

題

を

中

心

と

し

て
見

た

ー

」

(
「
史

学

雑

誌

』

九

六

篇

一
二

号

、

一
九

八

七

年

)

参

照

。

拙

著

「
魏

晋

南

北

朝

時

代

の

民

族

問

題

』

(
汲

古

叢

書

16

、

汲

古

書

院

、

一
九

九

八

年

)

三

六

二
頁

。

⑥

拙

稿

「
民

族

問

題

を

中

心

と

し

て

み

た
魏

晋

期

段

階

に
お

け

る

四
川

地

域

の
状

況

に

つ
い

て

」

(
文

部

省

科

学

研

究

費

基

盤

研

究

(
A
)

(
1

)

「
東

ア
ジ

ア
史

に
お

け

る
国

家

と

地

域

社

会

』

(
代

表

高

橋

継

男

)

報

告

書

、

刀

水
書

房

、

一
九

九

八
年

所

収

)

参

照

。

④

拙

稿

「
民

族

問

題

を

中

心
と

し

て

み

た

五

胡

十

六

国

南

北

朝

期

段

階

に

お

け

る

四
川

地

域

の
状

況

に

つ

い

て

」

(
「
史

淵

』

=

二
六

輯

、

一

九

九

九

年

所

収

)

参

照

。

⑤

拙

稿

「
六

朝

期

に
お

け

る
蛮

の
理

解

に

つ
い

て

の

一
考

察

ー

山
越

・
蛮

漢

融

合

の

問

題

を

中

心

と

し

て
見

た

ー

」

(

「
史

学

雑

誌

」

九

五

篇

八

号

、

一
九

八
六

年

)

、

拙

著

「
魏

晋

南

北

朝

時

代

の
民

族

問

題

』

(
汲

古

叢

書

16

、

汲

古

書

院

、

一
九

九

八

年

)

再

収

。

⑥

「
史

学

雑

誌

』
七

一
編

九

号

(
一
九

六

二

年

)

一
七

-

一
八

頁

参

照

。

(
本

稿

は

、

平

成

十

年

度

科

学

研

究

費

補

助

金

「
基

盤

研

究

(
C

)

(
2

)

」

に

よ

る
研

究

成

果

の

一
部

で
あ

る
。

)

畦


